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規

則

■群
馬
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
三
十
七
号

群
馬
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
㈡
１
⑵
中
「
五
百
七
十
一
万
四
千
円
」
を
「
六
百
二
十
八
万
五
千
円
」
に
改
め
、

同
表
二
㈠
３
中
「
千
百
六
十
円
」
を
「
千
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
表
三
㈢
１
の
表
夏
季
の
項
中

「
一
八
、
八
○
〇
円
」
を
「
一
八
、
七
○
〇
円
」
に
、
「
二
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
〇
〇
〇

円
」
に
、
「
三
五
、
八
〇
〇
円
」
を
「
三
五
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
四
二
、
八
〇
〇
円
」
を
「
四
二
、

五
〇
〇
円
」
に
、
「
五
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五
三
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
九
〇
〇
円
」
を

「
七
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
三
㈢
１
の
表
冬
季
の
項
中
「
三
一
、
二
〇
〇
円
」
を

「
三
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
〇
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
五
六
、
二
〇

〇
円
」
を
「
五
五
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
六
五
、
七
〇
〇
円
」
を
「
六
五
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
八

二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
八
二
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
三
〇
〇
円
」

に
改
め
、
別
表
第
一
の
三
㈢
２
の
表
夏
季
の
項
中
「
八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
〇
〇
円
」
に
、

「
一
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
〇
〇
〇

円
」
に
、
「
一
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
三
㈢
２
の
表
冬

季
の
項
中
「
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
九
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、

九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
八
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
一
、
九
〇
〇
円
」
を

「
二
一
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
二
七
、
六
〇
〇
円
」
を
「
二
七
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
一

の
六
㈡
１
中
「
五
十
九
万
五
千
円
」
を
「
六
十
五
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
表
六
㈡
２
中
「
三
十
万

円
」
を
「
三
十
一
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
表
八
㈢
２
中
「
四
千
五
百
円
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
、

「
四
千
八
百
円
」
を
「
五
千
円
」
に
、
「
五
千
二
百
円
」
を
「
五
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表
九
㈢

中
「
二
十
一
万
五
千
二
百
円
」
を
「
二
十
一
万
三
千
八
百
円
」
に
、
「
十
七
万
二
千
円
」
を
「
十
七

万
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
十
二
㈡
中
「
十
三
万
七
千
九
百
円
」
を
「
十
三
万
八
千
三
百
円
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令和４年５月２日（月） 群 馬 県 報 第９９９７号
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告 示■

◎群馬県告示第１２６号

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１４６条の１０第２項の規定により交付した次の免税軽油

使用者証について、亡失した旨の報告があったので、無効とする。

令和４年５月２日

群馬県知事 山 本 一 太

使用者証 免税軽油使用者証を交付した
業種 有 効 期 間 亡失年月日

番 号 事務所

鉱物の掘採 01-00023 令和３年４月１日から 前橋行政県税事務所 令和４年３月２２日
事業 令和６年３月３１日まで

◎群馬県告示第１２７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和４年５月２日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ２９２号 吾妻郡長野原町大字大津字洞口１０８ 前 １２．０～１５．３ ３４９．０
２番の２地先から同郡同町大字同字同
１０６０番の１地先まで 後 １２．３～１８．５ ３４９．０

◎群馬県告示第１２８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和４年５月２日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

一般国道 ２９２号 吾妻郡長野原町大字大津字洞口１０８２番の２地先から 令和４年５月２日
同郡同町大字同字同１０６０番の１地先まで

令和４年５月２日（月） 群 馬 県 報 第９９９７号
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訓

令

■
群
馬
県
訓
令
甲
第
九
号

県

庁

地
域
機
関

専
門
機
関

群
馬
県
庁
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
五
月
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
庁
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
庁
議
規
程
（
平
成
四
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
農
政
部
副
部
長
（
生
産
技
術
担
当
）
」
を
「
地
域
創
生
部
副
部
長
（
地
域
連

携
担
当
）
、
生
活
こ
ど
も
部
副
部
長
、
健
康
福
祉
部
副
部
長
（
感
染
症
危
機
管
理
担
当
）
、
農
政
部

副
部
長
、
県
土
整
備
部
技
監
」
に
改
め
、
「
東
京
事
務
所
長
」
の
下
に
「
、
農
政
部
参
事
（
鳥
獣
被

害
対
策
担
当
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和４年５月２日（月） 群 馬 県 報 第９９９７号
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公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により馬庭堰土地改良区の定款の変更を令和４

年４月１９日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和４年５月２日

群馬県知事 山 本 一 太

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第２６号

個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の施設の指定の告示（令和３年群馬県選挙管理委員会告示第３０号）

の一部を次のように改正する。

令和４年５月２日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

表前橋市選挙管理委員会の項中「ヤマダグリーンドーム前橋」を「日本トーターグリーンドーム前橋」に改め、

同表高崎市選挙管理委員会の項中

「
新町住民体育館 高崎市新町３１６３

を
新町東コミュニティセンター 高崎市新町２７０３

」

「
新町東コミュニティセンター 高崎市新町２７０３ に改める。

」

労働委員会告示■

◎群馬県労働委員会告示第１号

労働関係調整法施行令（昭和２１年勅令第４７８号）第４条及び労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員会規

則第１号）第６８条第１項の規定により公示する。

令和４年５月２日

群馬県労働委員会会長 清 水 敏

氏 名 現 職 及 び 略 歴 委嘱年月日

清水 敏 公益委員（会長） 早稲田大学名誉教授 平成２１年３月２６日

新井 博 公益委員（会長代理） 弁護士 平成２１年３月２６日

小暮 俊子 公益委員 弁護士 平成２１年３月２６日

大河原眞美 公益委員 高崎経済大学名誉教授 平成２３年３月３０日

小磯 正康 公益委員 弁護士 平成２７年４月２日

山岸 稔 労働者委員 ＳＵＢＡＲＵ労働組合前執行委員長 平成２８年４月１５日
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髙草木 悟 労働者委員 日本労働組合総連合会群馬県連合会事務局長 平成２８年４月１５日

佐藤 英夫 労働者委員 日本労働組合総連合会群馬県連合会会長 令和元年１１月２８日

山村 康郎 労働者委員 ＪＡＭ北関東群馬県連絡会会長 令和元年１１月２８日

石川 博之 労働者委員 ＵＡゼンセン群馬県支部支部長 令和３年４月８日

町田 久 使用者委員 株式会社渋川製作所代表取締役社長 平成１０年１１月１０日

八木 議廣 使用者委員 八木工業株式会社代表取締役社長 平成２６年９月２５日

岡部 洋行 使用者委員 富士精螺株式会社代表取締役社長 平成２９年４月４日

五十嵐亮二 使用者委員 一般社団法人群馬県経営者協会常務理事 平成３１年４月２日

菊地 良之 使用者委員 三立応用化工株式会社専務取締役 令和３年４月８日

高澤 延之 労働委員会事務局長 令和４年４月１４日

平野 真一 労働委員会事務局管理課長 平成２８年４月１５日

砂山 和明 労働委員会事務局管理課次長（総務調整・ＤＸ推進係長） 令和３年４月８日

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和４年５月２日

群馬県立心臓血管センター院長 内藤 滋人

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 群馬県立心臓血管センター建物清掃及びごみ収集業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立心臓血管センター事務局総務課 群馬県前橋市

亀泉町甲３番地１２

３ 落札者を決定した日 令和４年３月２３日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社グローバルステージ 東京都港区芝１－１４－４

５ 落札金額 １２８，５６８，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 群馬県病院局財務規程（平成１５年群馬県病院管理規程第５号）第１６１条第１項及び地方

公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条の１４第１項第８号該当

８ 入札公告をした日 令和４年２月８日

次のとおり落札者を決定した。

令和４年５月２日

群馬県立精神医療センター院長 赤田 卓志朗

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 群馬県立精神医療センター建物清掃業務 一式
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２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立精神医療センター事務局総務課 群馬県伊勢崎

市国定町二丁目２３７４

３ 落札者を決定した日 令和４年３月２２日

４ 落札者の名称及び所在地 東洋ポリーズ株式会社 群馬県桐生市巴町２－８－１

５ 落札金額 １２７，９０８，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和４年２月４日

次のとおり落札者を決定した。

令和４年５月２日

群馬県立小児医療センター院長 外 松 学

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 群馬県立小児医療センター清掃及びごみ収集業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立小児医療センター事務局総務課 群馬県渋川市

北橘町下箱田７７９番地

３ 落札者を決定した日 令和４年３月１５日

４ 落札者の氏名及び住所 東洋ポリーズ株式会社 群馬県桐生市巴町２－８－１

５ 落札金額 １８４，８００，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和４年２月１日
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正

誤

■
〇
条
例
正
誤

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
十
五
号
）
公
布
群
馬
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
附
則
第
三
条
第
二
項
中
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第

号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
」
は
、
令
和

四
年
三
月
三
十
一
日
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り
「
地
方
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
一
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
地
方
税

法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
」
と
な
っ
た
。

令和４年５月２日（月） 群 馬 県 報 第９９９７号
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